
提案から貸付けまでの流れ

提案者（貸付希望者） 施設所管課

貸付可否の判断

（期間・目的・条件等）

貸付料、貸付

条件を承諾する

貸付

不可

はい

不可

公有財産借受申請書の提出

可

提案者は施設所管課に次の事項を連絡★１

①施設番号及び施設名称 ②物件所在地 ③種類（土

地又は建物） ④面積 ⑤期間 ⑥目的 ⑦使用方法

（④面積や⑤期間などが具体的に決まっていない場合も、

ご相談ください。）

いいえ

貸付料の算定

貸付条件の決定

近隣説明
理解を得られたか

いいえ

はい

貸付契約

契約書の作成

★１

貸付を希望する物件に、複数所管課の物件が含

まれている場合は、経理課財産管理係（電話：

０３－５４３２－２１４２）へご相談ください。

随意契約の場合

最短２週間程度

（入札等による

場合を除く）

※区が定める基準により算出した時価に基づき算定した

貸付料とします。

※利用目的によっては（例：コインパーキング、自動販

売機等）、貸付料等による税外収入の確保の観点か

ら入札となる場合があります。入札の場合、貸付まで

６カ月～１年程度かかります。

貸付可否について、期間・目的・使用方

法等から本来用途に支障が無いかの判断

禁止する利用目的

・公序良俗に反するもの

・建物（仮設を除く）所有を目的とした借

地権又は営業権が発生するもの

・その他当区が適当でないと認める用途


